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①職場のリスクが明確になります 
　職場の潜在的な危険性又は有害性が明らかになり、危険の芽（リスク）を事前に摘むことができます。 
 
②リスクに対する認識を共有できます 
　リスクアセスメントは現場の作業者の参加を得て、管理監督者とともに進めるので、職場全体の安
全衛生のリスクに対する共通の認識を持つことができるようになります。 

 
③安全対策の合理的な優先順位が決定できます 
　リスクアセスメントの結果を踏まえ、事業者はすべてのリスクを低減させる必要がありますが、リス
クの見積り結果等によりその優先順位を決めることができます。 

 
④残留リスクに対して「守るべき決めごと」の理由が明確になります 
　技術的、時間的、経済的にすぐに適切なリスク低減措置ができない場合、暫定的な管理的措置を
講じた上で、対応を作業者の注意に委ねることになります。この場合、リスクアセスメントに作業者が
参加していると、なぜ、注意して作業しなければならないかの理由が理解されているので、守るべき
決めごとが守られるようになります。 
 
⑤職場全員が参加することにより「危険」に対する感受性が高まります 
　リスクアセスメントを職場全体で行うため、他の作業者が感じた危険についても情報が得られ、業
務経験が浅い作業者も職場に潜在化している危険性又は有害性を感じることができるようになりま
す。 
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法令に定められた事項の実施（該当事項がある場合） 

ア　設計や計画の段階における措置 
危険な作業の廃止・変更、危険性や有害性の低い材料への代替、 

より安全な施行方法への変更等 

イ　工学的対策 
ガード、インターロック、安全装置、局所排気装置等 

ウ　管理的対策 
マニュアルの整備、立ち入り禁止措置、ばく露管理、教育訓練等 

エ　個人用保護具の使用 
☆上記ア～ウの措置を講じた場合においても、除去・低減しきれ 

なかったリスクに対して実施するものに限られます☆ 


